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２００７年度「原子力立国計画」関連予算要求の概要 

 

 

平 成 １ ８ 年 ９ 月 

資源エネルギー庁 

 

注）数字は 2007 年度予算要求 

カッコ内は 2006 年度予算 

 

１．「高速増殖炉サイクル実用化研究開発」の開始(2007 年度予算新規要求) 

（文部科学省との共同プロジェクト）                  【４０億円（新規）】 

 

ＦＢＲ実証炉及び関連サイクル実証施設の早期実現を図るため、文部科学省と

連携し、「高速増殖炉サイクル実用化研究開発」を開始する。 

(１)  高速増殖炉サイクル実証施設の概念検討 

(２)  実証炉の設計・建設段階で必要となる、耐震性向上技術などの実用化技術

開発 

(３)  軽水炉サイクルからＦＢＲサイクルへの円滑な移行のための技術開発（再処

理関連） 

 

  （参考） 関係省庁・産業界一体となった取組 

○ 別途文部科学省において実用化のための革新技術に約１００億円要求。従

って、2007年度に開始する「高速増殖炉サイクル実用化研究開発」は両省で

１４０億円の 2007 年度予算要求となる。 

○ 高速増殖炉サイクルの研究開発段階から実証・実用化段階への円滑な移

行のため五者協議会（経済産業省、文部科学省、電気事業連合会、日本電

機工業会、日本原子力研究開発機構）を設置。 

   

第３７回原子力委員会

資 料 第 １ － ２ 号



 2

２．海外ウラン探鉱支援事業の創設(2007 年度予算新規要求)  【１３億円（新規）】 

 

世界の天然ウラン供給量拡大に貢献し、また我が国のウラン資源安定供給を確

保するため、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）を通じ、我が国民間

事業者による海外ウラン探鉱事業を支援する。 

 

  （参考） ウラン資源確保を目指した戦略的資源外交の展開 

○  2006 年 8 月の総理カザフスタン訪問時に、日・カザフスタン間でのウラン共

同開発、核燃料加工役務協力、原子力発電導入に必要な協力等幅広い分野

での原子力平和利用協力に合意。 

この合意事項を踏まえ、 

①カザフスタンとの原子力協力に関する覚書に基づき、二国間原子力協定締

結に向けた作業を開始 

②カザフスタンにおける原子力発電導入への支援 【０．２億円(新規)】（後記） 

③我が国企業によるウラン鉱山開発支援 

(a) 海外ウラン探鉱支援事業の創設         【１３億円（新規）】（前記） 

(b) 日本貿易保険（ＮＥＸＩ）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）等による、ＯＤＡを含む政

策金融等によるウラン確保案件への一層効果的な支援 

・ 資源確保案件の引受の柔軟化 

・ 資源国関係機関との戦略的提携関係構築 

 

○  今回の首脳会合及び政策対応によって将来可能となりうる日－カザフ原子

力産業協力の例 

  ・ ウラン共同開発 

  ・ カザフのウラン原料を利用した濃縮ウラン（ウラン濃縮自体はロシア等第三

国）をカザフの工場で再転換・燃料加工し、日本を含む第三国に輸出 

  ・ カザフでの原子力発電導入に対し、日本の経験やノウハウを活用して協力 

  ・ 日本の原子力発電所で発生した使用済燃料をイギリス、フランスで再処理し

て回収した回収ウランを再濃縮（再濃縮自体はフランス等第三国）し、カザ

フの工場で再転換・燃料加工（日本を含む第三国に輸出） 

  ・燃料加工工程で生じたウランのくず（スクラップウラン）の再利用のための精製 
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３．大学・大学院等における原子力人材育成を支援する「原子力人材育成プログラ

ム」の創設(2007 年度予算新規要求)（文部科学省との共同プロジェクト） 

【２．８億円（新規）】 

 

(１) 大学・大学院における原子力教育支援プログラム 

新たなカリキュラムの実施に必要となる教材開発、産業界からの講師招聘 等 

 

(２) 原子力の基盤技術分野強化プログラム 

近年、研究活動や研究者の希薄化が懸念される、原子力を支える基盤的技

術分野（材料腐食、溶接、流体等）を支援。 

 

(３)  チャレンジ原子力体感プログラム 

大学等の学生が原子力産業や研究現場の実態と魅力を知る機会の提供。 

 

   （参考）別途文部科学省において大学等の研究・教育環境整備、教授人材の質

の向上及び学生の研究・研修への支援等に１．６億円を 2007 年度新規

予算要求。 

 

 

４．官民一体での次世代軽水炉開発プロジェクトの実施（2006 年度開始） 

            【０．５億円(０．５億円）】 

 

２０３０年頃からの代替炉建設需要に対応すべく、世界市場も視野に入れ、国、

電力、メーカーによる官民一体となったナショナルプロジェクトにより、次世代軽水

炉を開発。先ず２年程度の事業化調査を行う。その結果、世界市場で競争できる

コンセプトができ、また、それを開発できる体制が整うようであれば、事業化調査終

了後、７～８年程度で次世代軽水炉を本格的に開発する。 
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５．軽水炉核燃料サイクルの早期確立に向けた取組       【５７億円（６９億円）】 

 

我が国における軽水炉核燃料サイクルの早期確立に向けた取組として、以下

の技術開発を実施する。 

 

(１) 軽水炉の全炉心ＭＯＸ利用技術開発 

(２) ＭＯＸ燃料加工技術の確証試験 

(３) ウラン濃縮に係る新型遠心分離機の開発 

(４) 軽水炉サイクルからＦＢＲサイクルへの円滑な移行のための技術開発（再処

理関連）（再掲） 

 

 

６．原子力発電所等の保守管理技能者の育成・技能継承支援（2006 年度開始） 

【 １億円（０．６億円）】 

 

現場技能者の育成・技能の継承を図る地域の取組を支援する。２万人強を対

象に人材育成事業を行うことを目指す。 

（今年度の支援事業：青森、福井、新潟・福島） 

 

 

７．原子力発電導入国への支援（2006 年度開始）     【０．８億円（０．６億円）】 

 

今後原子力発電を導入しようとする国（ベトナム、インドネシア）に対して、我が

国の有する知見・ノウハウの提供等の支援を行う。 

更に、戦略的な資源外交の観点も踏まえ、2007 年度予算要求でカザフスタン

も対象に加える。 

中国、ベトナム、インドネシアに対し、ハイレベルでの支援意図表明、官民ミッシ

ョンの派遣、人材育成プログラムの提案等を次々と実施。 
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８．放射性廃棄物対策の着実な推進  

   

(１) 高レベル放射性廃棄物の最終処分場確保に向けた取組の強化 

高レベル放射性廃棄物の最終処分場確保に向けて、2007 年度予算要

求で地域支援措置（文献調査段階の初期対策交付金（現行 2.1 億円/年））

を大幅に拡充する（10 億円/年）。 

また、2006 年度において、地域ブロック毎のシンポジウム開催など、広く国

民各層を対象とした広聴・広報活動を強化。    【３．６億円（２．６億円）】 

 

(２) 放射性廃棄物の処分技術にかかる研究開発     【５１億円（４３億円）】 

高レベル放射性廃棄物、長半減期低発熱放射性廃棄物等の処分技術

の研究開発を強化する。 

 

 

９．広聴・広報活動を始めとする国民理解への取組       【３９億円（４０億円）】 

 

放射性廃棄物の最終処分に係る広聴・広報活動を強化するとともに、情報の

受け手に応じたきめの細かい広聴・広報活動を効果的かつ効率的に実施する。 

 

(１) 広聴と情報の受け手を意識したきめの細かい広報の実施 

より少数の住民を対象とした座談会形式の意見交換会を拡大・導入し、

個別地点毎のニーズの把握を行った上で効果的広報を行う。 

(２) 女性層、次世代層を対象とした広報活動の実施 

地域コミュニティに対する影響力の強い女性層や次世代層に対し、女性

向け雑誌広告や懇談会の開催等広報活動を強化する。 

(３) 外部の原子力有識者の知見の活用 

原子力に造詣の深い外部人材を国の広報事業遂行にあたり積極的に活

用する。 

(４) 広聴・広報施策のフォローアップ 

広聴・広報施策のフォローアップ・評価を適切に実施し、より効果的・効

率的な実施に繋げていく。 
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１０．地域振興に向けた継続的な支援 

 

平成１８年度に創設・拡大した高経年化炉や核燃料サイクル施設と立地地域との

共生に係る交付金制度を着実に運用していく。 

 

 （参考）平成１８年度に創設・拡大した交付金制度 

   ○原子力発電施設立地地域共生交付金 

運転開始後３０年を経過している高経年化炉の所在する発電所が立地

する道県に対し、総額２５億円を交付。 

   ○長期発展対策交付金相当部分の高経年化加算額の増額 

運転開始後３０年を経過している高経年化炉の運転に対して、その後の

長期的な運転を確保している所在市町村に対し、高経年化炉に係る現行

の加算額を２倍に拡充。 

   ○核燃料サイクル交付金 

プルサーマルの実施受け入れや中間貯蔵施設やＭＯＸ燃料加工施設と

いった核燃料サイクル施設の設置に同意した道県に対して、同意後運転開

始までの期間に総額１０億円、運転開始後５年間に総額５０億円を交付。 
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【参考】予算以外の制度的措置等 

（１） 電力自由化環境下における原子力発電所の新・増設などの実現 

 

①第二再処理工場での使用済燃料の再処理にかかる費用計上の手当 

第二再処理工場で処理する使用済燃料に関する費用に関し、具体的な

計画が固まるまでの暫定的措置として、企業会計上、毎年度引当金として

積み立てる制度を 2006 年度決算から導入。 

 

②新・増設等にかかる初期投資負担の平準化のための手当 

新・増設炉の減価償却費の負担を平準化するため、予め初期投資額の

一部を引当金として積み立てる制度を 2006 年度決算から導入。 

 

 

 （２） 長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物）の地層処分事業の制度化等 

 

再処理施設等から発生するＴＲＵ廃棄物のうち、地層処分が必要なものにつ

いて、高レベル放射性廃棄物の最終処分と同様の枠組みとなるよう最終処分

法の改正を検討。また、海外からから返還される放射性廃棄物に関して、最終

処分法の対象に追加する改正を検討。 

    

 

 （３） ＧＮＥＰ（国際原子力エネルギー・パートナーシップ）構想、核燃料供給保証シス

テム等新たな国際的枠組みへの積極的貢献 

 

原子力の平和利用の拡大と核不拡散の両立を目指して提案されている新た

な国際的枠組の構築に向けて、この両立を実現している模範国として、我が国

のこれまでの経験と技術を活かして積極的に提案・協力していく。 

 

 

（４） 資源外交の強化等、我が国民間企業によるウラン鉱山開発等原子力分野で

の国際展開を支援するための政策的対応 

 

日本貿易保険、国際協力銀行等政策金融による一層効果的な支援やカザ

フスタンとの必要な法的環境整備に向けた首脳レベルの対話及びオーストラリ

アとの原子力利用にかかる関係強化など積極的な資源外交を実施。 


